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条例・規則名   使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料

条例 

公布年月日・番号 平成 16 年 3月 31 日・東京都条例第 60 号 

 

１ 概要 

 
 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87 号）
の施行に伴い、引取業者などの登録等に関する手数料に係る規定を定め
るものである。 

 (1) 趣旨（第 1条）  
地方自治法第 227 条の規定により、使用済自動車の再資源化等に関

する法律に基づく事務に関する手数料について定める。 

 (2) 手数料を徴収する事務等（第 2条、別表） 

事  務 名  称 額 徴収時期 
１ 法第４２条第１項
の規定に基づく引取
業者の登録の申請に
対する審査     

引取業者登録申請
手数料 ６,１００円 登録申請のと

き。 

２ 法第４２条第２項
の規定に基づく引取
業者の登録の更新の
申請に対する審査    

引取業者登録更新
申請手数料 ４,２００円 更新申請のと

き。 

３ 法第５３条第１項
の規定に基づくフロ
ン類回収業者の登録
の申請に対する審査  

フロン類回収業者
登録申請手数料 ６,１００円 登録申請のと

き。 

４ 法第５３条第２項
に基づくフロン類回
収業者の登録の更新
の申請に対する審査  

フロン類回収業者
登録更新申請手数

料 
４,２００円 更新申請のと

き。 

５ 法第６０条第１項
の規定に基づく解体
業の許可の申請に対
する審査 

解体業許可申請手
数料 ７８,０００円 許可申請のと

き。 



 

 
(3) 手数料の減免（第 3条）  

   知事において特別の必要があると認めるときは、減額し、又は免
除することができる。 

 
(4) 手数料の不還付（第 4 条） 
  既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。 
 

２ 施行期日 
  平成１６年７月１日 
ただし、別表１の項から４の項までは、平成１７年１月１日 

 
３ 問い合わせ先 
   廃棄物対策部産業廃棄物対策課自動車リサイクル担当 
   直通電話 ０３（５３８８）３５７１ 
   都庁内線 ４２－８６７ 

６ 法第６０条第２項
の規定に基づく解体
業の許可の更新の申
請に関する審査 

解体業許可更新申
請手数料 ７０,０００円 更新申請のと

き。 

７ 法第６７条第１項
の規定に基づく破砕
業の許可の申請に対
する審査 

破砕業許可申請手
数料 ８４,０００円 許可申請のと

き。 

８ 法第６７条第２項
の規定に基づく破砕
業の許可の更新の申
請に対する審査 

破砕業許可更新申
請手数料 ７７,０００円 更新申請のと

き。 

９ 法第７０条第１項
の規定に基づく破砕
業の事業の範囲の変
更の許可の申請に対
する審査 

破砕業変更許可申
請手数料 ７５,０００円 変更許可申請の

とき。 


